
　

市
で
は
、大
豆
な
ど
の
農
作
物
を

有
害
鳥
獣（
ド
バ
ト
な
ど
）の
被
害

か
ら
守
る
た
め
、猟
友
会
の
協
力
で

銃
器
を
使
用
し
、駆
除
を
行
い
ま

す
。危
険
防
止
の
た
め
、ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、飼
い
バ
ト
な
ど
を
お
持
ち

の
人
は
、当
日
は
外
に
放
さ
な
い
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

駆
除
実
施
日
時　

７
月
10
日
㈰
、

７
時
〜
17
時

※
予
備
日
＝
７
月
24
日
㈰

場
所　

市
内
全
域（
市
街
地
、お
よ

び
人
家
密
集
地
を
除
く
）

問　

市
農
業
水
産
課
農
政
係

☎
８
５
＝
５
５
８
７　
　
　

か
、タ
ウ
ン
ペー
ジ
セ
ン
タ
ま
で
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。無
料
で
回
収
に
伺

い
ま
す
。

タ
ウ
ン
ペー
ジ
セ
ン
タ

☎
０
１
２
０
＝
５
０
６
＝
３
０
９

問　

Ｎ
Ｔ
Ｔ
番
号
情
報
九
州
支
店

☎
０
９
２
＝
７
３
３
＝
２
７
７
６

　

　
い
ろ
ん
な
仕
事
を

引
き
受
け
て
い
ま
す
。

植
木
の
せ
ん
定
、草

刈
り
、家
庭
内
の
掃

除
・
洗
濯
、大
工
、

襖
・
障
子
は
り
、網
戸

の
は
り
替
え
な
ど

《
刃
物
と
ぎ
出
張
サ
ー
ビ
ス
》

日
程
・
場
所　

◎
７
月
12
日
㈫
＝

ゆ
め
タ
ウ
ン
大
川
◎
13
日
㈬
＝
大

川
コ
ミ
セ
ン
◎
14
日
㈭
＝
木
室
コ
ミ

セ
ン
◎
15
日
㈮
＝
川
口
コ
ミ
セ
ン

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

information

納期限・口座振替日　８月１日㈪
口座振替をご利用の際は、預金
残高の確認をお願いします。

今月の納付
◉固 定 資 産 税　　２期
◉国民健康保険税　　１期
◉後期高齢者医療保険料　 　１期
◉介 護 保 険 料　　１期
◉水　　道　　料　Ｂ地区
　　　　（三又・木室・田口・川口）

●大川市のホームページ　ぜひご覧ください。　　http://www.city.okawa.fukuoka.jp/

　

20
歳
の
門
出
と
な
る
成
人
式
が

「
思
い
出
に
残
る
成
人
式
」に
な
る

よ
う
に
実
行
委
員
と
し
て
成
人
式

の
企
画
・
運
営
に
携
わ
っ
て
い
た
だ

く
人
を
募
集
し
ま
す
。

成
人
式
開
催
日　

平
成
24
年
１
月

８
日
㈰

応
募
資
格　

市
内
、も
し
く
は
近

郊
在
住
の
人
で
、９
月
〜
平
成
24
年

１
月
の
間（
月
に
１
回
程
度
）、夜
間

の
会
議
に
出
席
で
き
る
人

申
込
方
法　

住
所
・
氏
名
・
電
話
番

号
・
生
年
月
日
を
記
入
し
て
、は
が

き
、Ｅ
メ
ー
ル
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、ま
た
は
電

　
受
付
時
間　

９
時
〜
14
時（
ゆ
め

タ
ウ
ン
大
川
９
時
30
分
〜
15
時
）

料
金　

◉
包
丁
・
か
ま
＝
三
百
円

◉
ハ
サ
ミ
＝
四
百
五
十
円
な
ど

問　

㈳
大
川
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
☎
８
７
＝
１
０
２
５

　

引
揚
者
並
び
に
ご
家
族
の
み
な

さ
ん
へ
。

返
還
す
る
通
貨
な
ど

◉
終
戦
後
、外
地
か
ら
引
き
揚
げ
て

来
ら
れ
た
人
た
ち
が
、上
陸
地
の
税

関
・
海
運
局
に
預
け
た
通
貨
、証
券

な
ど

有
害
鳥
獣
の
駆
除

紙
資
源
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
協
力
を
！

通
貨
・
証
券
等
の
返
還

　

市
で
は
、３
人
目
以
降
の
お
子
さ

ん
の
出
生
に
対
し
て
、出
産
奨
励
祝

金（
20
万
円
）を
支
給
し
て
い
ま
し

た
が
、平
成
23
年
９
月
30
日
㈮
ま
で

に
出
産
さ
れ
た
人
を
も
っ
て
廃
止

し
ま
す
。

※
祝
金
の
請
求
は
、従
来
ど
お
り
出

生
の
日
か
ら
２
年
間
で
き
ま
す
。

問　

市
民
課
市
民
係

☎
８
５
＝
５
５
０
２

　

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
か
ら
新
し
い
電

話
帳
を
お
届
け
し
た
際
、不
要
と

な
っ
た
古
い
電
話
帳
を
配
達
員
に

お
渡
し
く
だ
さ
い
。

　

お
渡
し
で
き
な
か
っ
た
場
合
、大

変
お
手
数
で
す
が
資
源
回
収
な
ど

へ
出
す
な
ど
処
分
し
て
い
た
だ
く

出
産
奨
励
祝
金
の
廃
止

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

話
で
申
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　

９
月
８
日
㈭

問　

市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

☎
８
５
＝
５
６
１
８

℻
８
６
＝
８
４
７
９

831‐

8601
大
字
酒
見
二
五
六
ー一

Ｅ
メ
ー
ル
＝okwshougai@city.ok

awa.lg.jp

◉
外
地
の
集
結
地
に
お
い
て
、総
領

事
館
、日
本
人
自
治
会
な
ど
に
預

け
た
通
貨
・
証
券
な
ど
の
う
ち
、そ

の
後
日
本
に
返
還
さ
れ
た
も
の

　

預
か
っ
た
通
貨
な
ど
の
半
数
以

上
は
返
還
の
申
し
出
が
な
く
、現
在

も
税
関
に
保
管
さ
れ
た
ま
ま
に

な
っ
て
い
ま
す
。

※
返
還
に
つ
い
て
は
、本
人
だ
け
で

な
く
、家
族
も
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。気
軽
に
税
関
へ
問
合
せ
く

だ
さ
い
。

問　

長
崎
税
関
監
視
部
統
括
監
視

官☎
０
１
２
０
＝
８
２
８
＝
６
８
０

　

大
川
市
成
人
式
実
行
委
員
募
集 ●

田
口
小
学
校
グ
ラ
ン
ド
の
芝
植

え
に
行
き
ま
し
た
。大
雨
の
中
の
作

業
で
し
た
が
、子
供
た
ち
や
先
生
、

保
護
者
、地
域
住
民
な
ど
多
く
の

参
加
が
あ
り
ま
し
た
。秋
の
運
動
会

で
は
秋
晴
れ
の
中
、緑
の
じ
ゅ
う
た

ん
の
上
を
元
気
に
走
る
子
供
た
ち

が
見
ら
れ
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま

す
。（
Ｓ
）

●
テ
レ
ビ
の
ア
ナ
ロ
グ
放
送
終
了
が

今
月
24
日
に
迫
り
、わ
が
家
の
テ
レ

ビ
も
や
っ
と
地
上
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ

ま
し
た
。最
近
は
、Ｅ
Ｃ
Ｏ
や
節
電
、

健
康
志
向
な
ど
を
呼
び
か
け
る
情

報
が
多
く
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。便
利
な
都
市
型
生
活
と
両

立
さ
せ
る
に
は
、か
な
り
財
布
の
中

身
と
自
身
の
体
重
を
軽
く
す
る
必

要
が
あ
る
よ
う
で
す
。（
Ｙ
）

●
先
日
、文
化
セ
ン
タ
ー
で
あ
っ
た

東
日
本
大
震
災
被
災
地
支
援
チ
ャ

リ
テ
ィ
ー「
復
活
の
笛
コ
カ
リ
ナ
」と

う
た
で
つ
む
ぐ
コ
ン
サ
ー
ト
に
行
っ

て
来
ま
し
た
。初
め
て
見
る「
コ
カ
リ

ナ
」と
い
う
楽
器
。木
で
で
き
た
笛
で

す
が
、鳥
の
声
の
よ
う
な
音
色
で
聴

い
て
い
て
と
て
も
癒
さ
れ
ま
し
た
。

（
Ｙ
）　　
　
　
　
　
　
　

―
さ
ん
に
ん
ご
と
―

男女共同参画社会・おおかわをめざして
第２次大川市男女共同参画計画（平成23～32年度）　
　市では「男女が尊重し合い、共に活躍できる社会の実現」を目指し標記計画を策定しました。
　今年４月から毎月１日号でその内容（実施計画については前期計画）についてお知らせしています。

❶女性に対する暴力の防止
　ＤＶ防止に向けた意識啓発／講演会の
開催などによる男女の人権尊重を含む人権
意識の向上
❷被害者への支援
　相談窓口の周知広報／県や他の機関と
連携した迅速かつ適切な被害者保護／自
立までの生活支援および求人情報など自立
のためのさまざまな情報提供　など
❸セクシュアル・ハラスメントの防止
　市民に対する啓発／事業主に対する啓
発／事業所向けガイドライン策定の検討　
など

※ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）
　配偶者や恋人など親密な関係にある（ま
たはあった）者から振るわれる暴力のこと。
身体的暴力だけでなく、精神的暴力や性的
暴力なども含まれます。
※セクシュアル・ハラスメント
　継続的な人間関係において、優位な力関
係を背景に、相手の意思に反して行われる
性的な言動のこと。単に雇用関係にある者
の間のみならず、施設における職員とその利
用者との間や団体における構成員間など、
様々な生活の場で起こり得るものです。

　一人ひとりの人権が尊重され、心身ともに健康であ
ることは、男女共同参画社会の土台となるものです。
　その実現のためには、ドメスティック・バイオレンスや
セクシャル・ハラスメントなどによる人権侵害を解決し
ていく必要があります。

基本目標

昨年の式進行の模様

基本的施策 実施計画（具体的な施策及び事務事業）

　暴力は人権を著しく侵害する行為であり、対
象が男性であれ、女性であれ、決して許されるも
のではありません。
　市民意識調査の結果によると、配偶者や交際
相手からなぐる、けるなどの身体的暴力を受け
たことがあるかどうかについて「何度もあった」
「１，２度あった」との回答した女性は20％を超え
ています。しかし「相談するほどのことではないと
思った」「相談しても無駄だと思った」「自分にも
悪いところがあると思った」などの理由から、誰
かに相談した人は18％程度にとどまっており、被
害者救済に結びつきにくい現状があるようです。
　ＤＶに対する問題意識を高めるための啓発
や相談窓口の周知とともに、被害者の保護や自
立のための支援に力を入れていく必要がありま
す。また女性に対する暴力はＤＶだけではありま
せん。職場などで起こるセクシュアル・ハラスメン
トやストーカ行為、
性犯罪など人権
を無視した行為の
防止についても取
り組んでいく必要
があります。

Ⅱ 男女の人権尊重・擁護と健康支援

１．女性に対する暴力の根絶と被害者支援

●13 ●122011. 7. 12011. 7. 1

情報ＢＯＸ情報ＢＯＸ情報ＢＯＸ情報ＢＯＸ


